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社会福祉施設等における防犯に係る安全の確保について（通知） 
  
 このことについて、平成 28 年７月 27 日付け次育第 288 号「社会福祉施設等におけ

る入所者等の安全の確保について」により、保育所等に対する注意喚起をお願いした

ところですが、本日付けで別添のとおり厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長外

から通知がありましたので、お知らせします。 
つきましては、次の事項にご留意の上、貴市町村域に所在する保育所等に対し、国

通知の別添「社会福祉施設等における点検項目」について周知いただくとともに、当

該点検項目を踏まえた取組みが図られるよう併せて通知願います。 
 
（留意事項） 
１．地域と一体となった開かれた社会福祉施設等となることと、防犯に係る安全

確保がなされた社会福祉施設等となることの両立を図るためには、当該施設の

防犯設備による補完・強化はもとより、日頃から利用者が地域に出て活動し、

ボランティア、地域住民、関係機関・団体等と顔の見える関係づくりをして、

一人ひとりの存在を知ってもらうことが極めて重要である。そのため、施設開

放など地域の関係者との交流に向けた諸活動については、防犯に係る安全確保

に留意しつつ、これまで以上に積極的に取り組むことが重要である。また、利

用者の自由を不当に制限したり、災害発生時の避難に支障が出たりすることの

ないよう留意すること。 
 
２．防犯に係る安全確保に当たっては、都道府県、市町村と各社会福祉施設等は、

企図的な不審者の侵入を中心とした様々なリスクを認識した対策（例えば、不

審者情報について、夜間、休日を含め迅速な連絡・情報交換・情報共有が無理

なくできる体制づくり等）を検討すること。 
また、都道府県・市町村においては、各社会福祉施設等と、管内の警察、福祉

事務所、児童相談所、保健所等の関係機関、社会福祉協議会、民生委員・児童委

員その他各種関係団体等との間の連携体制を構築するため、定期的な意見交換の

場を設定したり、防犯などに係る研修会・勉強会を実施したりするなどし、防犯



に係る安全確保のための協力要請や情報交換が容易になるよう配意すること。加

えて、近接する都道府県・市町村間等（交通事情や不審者等の生活圏等に鑑み、

必要に応じ、都道府県境を越える場合を含む。）で不審者等に関する情報を相互

に提供しあう体制を構築すること。 
 

３．管内の施設等の周辺における不審者等の情報が入った場合には、都道府県・

市町村は、事前に構築した連携体制に沿って、速やかに各社会福祉施設等に情

報を提供すること。また、特定の施設等の利用者に対して危害が及ぶ具体的な

おそれがある場合は、防犯措置を更に強化しつつ、警察に対し、緊急時の対応

について確認しておくなど、防犯に係る安全確保のための措置を徹底すること。

さらに、緊急時に連絡を受けた場合には、関係機関等とも連携し、直ちに職員

を派遣するなど、施設等における防犯に係る安全確保を支援する体制を構築す

ること。 
 
４．別添の点検項目については、社会福祉施設等全般に共通する内容として考え

られる事項を分類し、整理したものであり、全ての社会福祉施設等が全項目を

実施しなければならないという趣旨ではない。 
各施設等における実際の対策の検討・実施に当たっては、施設種別や地域の実

情に応じて適宜の追加・修正の上、当該施設等において点検項目を作成し、職員

等に配付し、研修をすることが望ましいこと。 
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